
 
 

 
 

 
 

1頁 

Ｐ0i 

○
総
務
省
告
示
第
二
百
三
十
九
号 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
十
九
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

料
金
指
数
の
連
続
性
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
料
金
指
数
の
修
正
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
料
金
指
数
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十

九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う

。
）

を
算
出
す
る
際
に
用
い
る 

は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
特
定
電
気
通
信
役
務
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
正
し
た
も
の
と
す
る
。 

一 

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

。
）

前
に
提
供
さ
れ
て
い
る
特
定
電
気
通
信
役
務
で
あ
っ
て

、
施
行
日
に
料
金
額
を
変
更
す
る
も
の 

当
該
変
更
後
の
料
金
区
分
ご
と
に
、
施
行
日
時
点
の
料
金
を
、
次
の
式
に

よ
り
算
出
す
る
指
数
（
以
下
「
修
正
指
数
」
と
い
う

。
）

で
除
す
る
方
法 

 

 

修
正

指
数

＝
Σ

Ｐ
ti ’

Ｓ
i '

／
Σ

Ｐ
0i ’

Ｓ
i ' 

Ｐ
ti ’

は
、

変
更

後
の

料
金

区
分

に
含

ま
れ

る
施

行
日

の
前

日
時

点
の

通
信

の
距

離
及

び
速

度
そ

の
他

の
料

金
区

分
に

対
応

す
る

施
行

日
時

点
の

料
金

額
 

Ｐ
0i ’

は
、

変
更

後
の

料
金

区
分

に
含

ま
れ

る
平

成
十

二
年

四
月

一
日

時
点

の
通

信
の

距
離

及
び

速
度

そ
の

他
の

料
金

 

 



 
 

 
 

 
 

2頁 

 

 

二 

施
行
日
か
ら
新
た
に
提
供
さ
れ
る
特
定
電
気
通
信
役
務 

施
行
日
時
点
の
料
金
を
、
類
似
す
る
特
定
電
気
通
信
役

務
の
修
正
指
数
で
除
す
る
方
法 

 

区
分

ご
と

の
料

金
額

 

Ｓ
i '

は
、

変
更

後
の

料
金

区
分

に
含

ま
れ

る
施

行
日

の
前

日
時

点
の

通
信

の
距

離
及

び
速

度
そ

の
他

の
料

金
区

分
に

対
応

す
る

電
気

通
信

役
務

の
令

和
四

年
度

に
お

け
る

供
給

量
 

 


